
平成 19年 5月 1日現在 

しずおか信用金庫 

〔定期積金「夢大使」〕 

項      目 内                容 

１．商品名 定期積金「夢大使」 
２．販売対象 扶養する 18歳未満のお子様がいる個人のお客さま。（妊娠中の方も含む） 

※お手数ですが申込の際に静岡県の発行する「しずおか子育て優待カード」も

しくは「健康保険証」をご提示下さい。 
３．期間 1年・2年・3年・5年 

＊自動継続のお取り扱いはできません。 
４．預入（受入）方法 
（１）お預け入れ方法 
（２）お預け入れ金額 
 
 
 
 
 
（３）お預け入れ単位 

 
定期または数回にわたり掛金の払込みができます。 

積立期間 掛金 

１年 ４２，０００円以上 

２年 ２１，０００円以上 

３年 １４，０００円以上 

５年 １０，０００円以上 

1,000円単位 
５．払戻（支払）方法 満期日以後に給付契約額を一括してお支払いします。 
６．給付補填金 
（１）適用利回り 
 
（２）支払頻度 
（３）計算方法 
 
（４）課税方法 
（５）金利情報の入手方法 

 
契約時の当金庫営業店店頭に表示する期間別利回り（3 年未満、3 年以上）
+0.2％を満期日まで適用します（固定金利・確定利回り）。 
満期日以後に一括してお支払いします。 
掛金残高 1,000円以上について付利単位を１円とし、契約期間における掛金残
高積数に対し 1年を 365日とした計算により算出します。 
給付補填金の 20％（国税 15％、地方税 5％）が分離課税されます。 
利回りは店頭の金利表示ボードに表示しています。 

７．手数料 ありません。 
８．付加できる特約事項 普通預金・当座預金からの自動振替による受け入れができます。 
９．重要事項について ①毎月の積立が遅延した場合には、満期日を遅延期間より算出した期間繰り延

べるか、または証書・通帳に記載の利回りに準じて計算した延滞利息をいた

だきます。 
②掛金が払込日前に払い込まれた場合には、先払割引金を証書・通帳に記載の

利回りに準じて計算します。 
③上記①②については、遅延日数および先払日数が当金庫における基準日数を

超えた場合に対象となります。 
④定期積金は預金保険の対象となります。（1人あたり元本 1,000万円までと
その利息等が保護されます。） 
⑤定期積金は原則として満期日前に解約することは出来ません。やむをえず満

期日前に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息

とともにお支払いします。 

⑥契約期間中、教育情報誌「コンパス」を毎年郵送します。 

10．その他参考事項 ①満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。 
②この定期積金および定期積金証書ならびに通帳は、譲渡または質入れするこ

とができません。 

 

 


